
鹿児島県内の一級河川”初”の特定都市河川に指定した 

隈之城
く ま の じ ょ う

川
が わ

流域の流域水害対策計画の検討を開始 

～隈之城川流域水害対策協議会（第 1 回）を開催します～ 

国 土 交 通 省 では、流 域 治 水 の本 格 的 な実 践 に向 けて、川 内 川 水 系 隈 之 城 川 等 の計 ６ 河 川

を特 定 都 市 河川 浸 水被 害 対 策 法 第 ３ 条 第 １項 等 （以 下「法 」という）に基 づき令 和 ６年 １ １月 に

特 定 都市 河川に指定 しました。 

この度 、法 第 ６条 の規 定 に基 づく「 隈 之 城 川 流 域 水 害 対 策 協 議 会 」を設 立 し、あらゆる関 係

者 が一 体 となり「流 域水 害 対策 計画 」の策定に向 けた、検討を開始します。 

※特定 都市 河川 指 定につきましては、以下のアドレスをご覧ください。

・  h t tps ://www.qs r .m l i t . go . j p/senda i/bousa i _ i n f o/ ryuu ik i t isu i/ （ 川 内 川 河 川 事 務 所 HP）  

・  h t tps ://www.pref .kagosh ima . jp/ah07/kasen/ toku te i tos i kasen . h tm l  （ 鹿 児 島 県 HP）

１．  日 時：令和 7 年 6 月 25 日（水） 15 時 30 分～16 時 30 分 

※協議会終了後に現地視察を予定しています。

２．  場 所：薩摩川内市 セントピア （鹿児島県薩摩川内市勝目町３９４４番地３）

３．  内 容：・隈之城川流域水害対策協議会の設立及び規約について 

・特定都市河川指定の経緯・概要について

・流域水害対策計画策定までの流れについて

４．  参加機関：学識経験者、鹿児島県、薩摩川内市、いちき串木野市、鹿児島地方気象台、

北薩森林管理署、国立研究開発法人森林研究・整備機構鹿児島水源林整備

事務所、九州地方整備局、川内川河川事務所 

＜問合せ先＞ 

川内川河川事務所 TEL ０９９６－２２－３２７１（代表） 

副所長（技術）  吉田
よ し だ

 美幸
み ゆ き

 

流域治水課長  永谷
な が た に

 恵一
け い い ち

 

（内線 ２０４）  

（内線 ３５１） 

５．  取  材：協議会は公開致します。 

会場での撮影は、会議の妨げにならないようにご配慮をお願いします。 

別紙の取材事前登録をお送りください。 

※当日、大雨に関する警報などの気象情報が発令された場合、延期の可能性があります。

【添付資料】参考 隈之城川流域水害対策協議会の設立について 

令 和 ７ 年 ６ 月 ２ ０ 日

九 州 地 方 整 備 局

川 内 川 河 川 事 務 所
薩摩川内市 国土交通省 鹿児島県 いちき串木野市



 
 
 
○会場位置図  
 

 

※国土地理院地図を加工して作成  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

別紙 

 

隈之城川流域水害対策協議会（第１回）の開催について 

取材事前登録 

 

 

「隈之城川流域水害対策協議会（第１回）」の取材を希望される報道機関におかれまして

は、以下「事前登録書」を提出頂くようお願いいたします。 

 

事前登録受付：令７年６月２４日（火）１７：００まで 

 

【取材に関する留意事項】 

① 会場での撮影は、会議の妨げにならないようご配慮願います。  

② インフルエンザ等の感染症予防のため、咳などの風邪症状、発熱等、  

体調不良のある方は参加をご遠慮ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・  

事前登録書 

 

「隈之城川流域水害対策協議会（第１回）」の取材を希望しますので、以下のとおり登録します。 

 

１．  報道機関名                                       

２．  登録者情報  

氏名（代表者）                                     

連絡先（TEL）                                     

人数（代表者含む）                                  

メールアドレス                      

 

【連絡・送付先】                        

川内川河川事務所 流域治水課  宮﨑        

ＴＥＬ ０９９６－22－3359           

 ＦＡＸ ０９９６－25－0862             

提出先 ：  miyazaki-m8911@mlit.go.jp 

 
 
 



隈之城川の特徴 近年の水害、気候変動による激甚化・頻発化を踏まえた「流域治水」の取組強化

・隈之城川流域は、周囲を山地に囲まれ、百次川・勝目川合流点を境に勾
配が約1/2,000から、約1/100～1/400程度と急激に変化する。また、流
路延長が短く、山地部から急激に流下するため、到達時間も短い。

・隈之城川の下流部は、低平地であるため内水被害の常襲地帯となっている。

河床高縦断図

河道等の整備のみでは早期の浸水被害解消が困難であり、
特定都市河川の指定により、「流域治水」を本格的に実践

H5.8 平成5年8月洪水により、百次川、勝目川に
おいて内水・溢水による浸水被害が発生し、
約28haが浸水、平佐川においても内水によ
る浸水被害が発生し、約30haが浸水

R2.7 令和2年7月洪水により、百次川、勝目川の
2箇所において堤防が決壊し約18haが浸水し、
大型店舗以外にも31戸の床上浸水を確認

R4.8 「流域治水推進に関する意見交換会」を開
催し、隈之城川における「特定都市河川浸水
被害対策法」の活用について検討を開始

R6.3 第7回川内川流域治水協議会において、隈之
城川の特定都市河川指定について合意
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令和2年7月出水による浸水状況

第7回川内川流域治水協議会
(R6.3.11)

※具体的な対策内容については、今後の調査、検討等により変更となる場合がある。

法的枠組み（特定都市河川制度）を活用した「流域治水」の本格的実践
（具体的な対策は、隈之城川流域水害対策協議会を設置し、流域水害対策計画にて定める。以下は想定される対策を記載）

〇河川区間：川内川水系隈之城川［6河川］
〇流域面積：65.4㎞2

（薩摩川内市の一部、いちき串木野市の一部）

凡例
特定都市河川
特定都市河川流域
行政界

凡例

H5.8浸水範囲

R2.7浸水範囲

堤防決壊箇所(R2.7)

薩摩川内市

いちき串木野市

隈之城川流域水害対策協会の設立について 参考

R6.11に隈之城川流域を特定都市河川に指定



川内川流域治水協議会（令和2年7月設立）

目的（抜粋）：川内川流域において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するための
協議・情報共有を行う

構 成：川内川沿川自治体、関係都道府県、国各関係機関等19機関

○洪⽔氾濫対策等 ○リスクの低いエリアへ誘導 ○防災学習の推進
○⼟砂災害対策 ○住まい⽅の⼯夫 ○⼟地のリスク情報の充実・提供
○森林の整備・保全、治⼭施設の整備 ○氾濫域での対策 ○防災情報、避難体制の検討・連携強化
○流域の⾬⽔貯留機能の向上 ○⽔防体制の強化
○流⽔の貯留機能の拡⼤ ○早期復旧のための体制強化
○持続可能な河川整備の検討

＜川内川流域治⽔プロジェクト2.0 主な取り組み項⽬＞

■被害対象を減少させるための対策 ■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策■氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策

■特定都市河川の指定による「流域治⽔」の加速化

※協議会の下に幹事会を設立し運営

【隈之城川を特定都市河川に指定（令和6年11月）】

「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、流域水害対策
計画の策定（法第4条）及び流域水害対策協議会（法第6条）
の設立が必要

目的（抜粋）：隈之城川流域において、雨水貯留浸透施設等の積極的な推進及び流域の持つ保水・貯留機能の適正な維持、水防災に対応したま
ちづくりとの連携、住まい方の工夫等を図るための流域水害対策計画の作成、変更、実施に係る連絡調整を図る。

構 成：学識経験者、薩摩川内市、いちき串木野市、鹿児島県、気象庁、林野庁、森林研究・整備機構、国土交通省
※協議会の下に検討部会を設立し検討を予定

【特定都市河川指定からの流れ】

検討の状況等を「川内川流域治水協議会」
に随時報告

（流域水害対策計画の策定）

第四条 前条の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定され
たときは、当該特定都市河川の河川管理者、当該特定都市河川流域の区域
の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長並びに当該特
定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者（以下「河川管理者
等」という。）は、共同して、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図
るための対策に関する計画（以下「流域水害対策計画」という。）を定めなけ
ればならない。
（流域水害対策協議会）

第六条 第三条第一項及び第三項の規定により特定都市河川及び特定都
市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策
計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る
連絡調整を行うため、流域水害対策協議会を組織するものとする。

第8回 川内川流域治水協議会
（R7年2月17日）

隈之城川流域水害対策協会の設立について 参考

隈之城川流域水害対策協議会 今回設立

※特定都市河川浸水被害対策法
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